
郷土の古文書 
「その８ 畑作端道通行訴訟取下げ願」 

 解説  

ここに出てくる｢星竹作端道筋｣とは、戸倉村通る北岸道路から星竹地内で秋川の方へ下り、左岸の川縁
かわべり

を通る道で

す。養沢・軍道・落合より五日市の市で売買する炭・薪・米・日用雑貨等の荷物を運ぶのには、距離的にも近く、比

較的整備された桧原
ひのはら

街道への近道として星竹で渡河するのが最良だったようです。 

 この北岸道路は古く、甲州街道から八王子で分かれ、五日市村を通って小中野村・乙津村（落合・軍道）を経て養

沢村へ入り、御嶽山へと続く参詣道でもありました。それ故当時既に星竹から先も小中野村を経て五日市村に通じて

いたのですが、沢や崖が多く、登り下りも厳しい切り通しの道で、勿論距離も長く、その上重荷を積んで運ばなけれ

ばならない人達には敬遠されたのでした。 

 この通行者に対し、戸倉村の言い分は、星竹作端道は正規のルートとは違い、畑へ 肥
（こえ）

を運んだりする畑道で、そ

れなりに道幅も狭く、道端の屋敷や畑に入り込まれて迷惑しているので、正規の道があるのだから、そこを通るべき

だと訴えています。文書の内容から、この争論は一度は決着をみても、なかなか守り通される事はなく、度々繰り返

されたようです。今と違い昔は畑をもっと大事にしていたので、このような争いはどこでも起きました。          
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